
⑧　法人税を国へ、消費税を地方へ、という税源交換

偏在度の小さい地方消費税を充実し、偏在度の大きい地方法人二
税を国に移すこと。併せて、交付税の原資税目・交付税率を調整
すること。

解説

※財政難のため白黒両面コピーとさせてい
ただいております。
カラー版（ＰＤＦ版）を岩手県ホームペー
ジに掲載しておりますので、そちらもご参
照ください。
（ダウンロード、印刷配付などご自由にご
利用ください。）
http://www.pref.iwate.jp/syoku/



　地方税財源の充実確保と偏在是正の一方策として、地方法人課税を国へ、消
費税を地方へという意見も出されているところです。（全国知事会など）

地方税地方税地方税地方税国国国国　　　　税税税税

法人税

（１４兆円）

消費税

（１１兆円）

　　　　法人二税

　　　　（８兆円）
　内訳

　（法人道府県民税　　１兆円）

　（法人事業税　　　　４.７兆円）

　（法人市町村民税　２.５兆円）

地方消費税

（２.６兆円）

※税収は平成17年度の全国計

地方税地方税地方税地方税へへへへ

国税国税国税国税へへへへ

一定規模一定規模一定規模一定規模（（（（2222～～～～3333兆兆兆兆
円円円円？）？）？）？）ずつずつずつずつ交換交換交換交換

　偏在度偏在度偏在度偏在度のののの小小小小さいさいさいさい地方消費税地方消費税地方消費税地方消費税をををを充実充実充実充実し、偏在度偏在度偏在度偏在度のののの大大大大きいきいきいきい地方法人課税地方法人課税地方法人課税地方法人課税
をををを国国国国にににに移移移移すすすすとともに、併せて、地方交付税地方交付税地方交付税地方交付税のののの原資税目及原資税目及原資税目及原資税目及びびびび交付税率交付税率交付税率交付税率をををを調調調調
整整整整するということです。
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参考：地方法人課税と地方消費税の偏在度の比較

平成17年度都道府県別人口一人当たり税収指数（平均を100とした場合）
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交付税原資の税目・交付税率を含めて
仕組めば、この問題は、解決できる！　

○　偏在度の小さい地方消費税を充実し、偏在度の大きい地方法人二税を国に移す方法

� 地方税　　⇒　 地方消費税を増税　　地方法人二税を減税

� 国税　　　⇒　 消費税を減税　　　　法人税を増税

　国と地方の税源交換　（案）

東京都の税収シェア（H17年度決算）

26.5％地方法人二税

14.1%地方消費税

地方税計 17.3% 国の社会保障（年金等）財源
2.82％分

交付税の原資
1.18％分

地方税収
１％分

消費税全体（５％）

国の消費税（４％） 地方消費税（１％）

同規模で実施

４％×交付税率（29.5％）

革改

国の社会保障（年金等）財源
2.82％分

地方税収
２％分

交
付
税

地方消費税（２％）国の消費税（３％）

※国と地方の財源配分は変わらず、国の
社会保障財源は、現在と同じ。

○　法人事業税を同額（2.6兆円）、国税化し、

その国税の増加分を交付税の原資に追加

０．１８％分

特長
①　国も、地方も、納税者も、「損得なし」！

②　地方の税源偏在が是正される！

③　自治の本旨（地方税原則）を壊さない！
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〔この案への批判〕　（代表的なもの）

○　消費税は交付税分を除き、予算で「福祉

目的化」されており、社会保障や少子化対

策の財源として極めて重要な税であるため、

減らすことはできない。


